
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

個人情報ファイル簿（単票）

生活困窮者自立支援統計システム（福祉相談に関する事務）

朝霞市長

福祉部地域共生社会課福祉相談支援係

生活困窮者自立支援制度の実施のために利用する。

１氏名、２住所、３年齢、４性別、５生年月日、６電話番号、７ファックス番号、８国籍、９続柄、１０異動日、１１通称
名、１２在留資格、１３在留期間、１４扶養義務者、１５職業、１６職歴、１７学歴、１８資格、１９勤務先、２０通学先、
２１入退所年月日、２２学年、２３保護受給期間、２４契約事業所、２５通院先医療機関、２６年金資格履歴、２７健康保険
加入歴、２８加入医療保険の状況、２９家庭状況、３０住居の状況、３１学習教室利用状況、３２就職活動状況、３３申請理
由、３４生活状況、３５施設入居状況等、３６相談内容、３７消費者相談内容、３８消費者相談結果内容、３９収入、４０資
産状態、４１取引状況、４２課税状況、４３納税状況、４４公的扶助の受給の有無、４５振込先金融機関名・預金種目・口座
番号・口座名義人、４６手当支給状況、４７生活福祉資金貸付状況、４８児童扶養手当支給状況、４９利用者負担上限月額・
上限額管理、５０水道使用開始日及び中止日、５１水道使用量、５２認定年月日、５３廃止又は停止年月日、５４年金額、５
５年金納付状況、５６年金受給状況、５７健康保険加入状況、５８保険料納付状況、５９後期高齢者医療保険料収納状況、６
０健康状態、６１傷病名・傷病歴、６２障害の有無・程度、６３検診の結果、６４検査の結果、６５心身の状況、６６福祉
サービス利用状況、６７障害者関連施設の利用有無、６８障害福祉サービスの支給・給付状況、６９自立支援医療の支給・給
付状況、７０診療内容、７１勤務内容、７２特技、７３主義・主張、７４人柄・性格、７５意見・要望、７６世帯主、７７結
婚歴、７８離婚歴、７９世帯構成員、８０配偶者の有無、８１学年・組、８２犯罪・違反・補導歴、８３趣味・し好、８４ひ
とり親家庭となった理由、８５子供との同居・別居の別、８６介護の有無・生計関係、８７交際状況、８８差押・執行停止の
状況、８９債務の状況、９０年金加入の有無、９１受診医療機関の診療科・診療月、９２出産回数、９３死亡原因、９４死亡
年月日、９５要介護状態区分、９６発達状況、９７妊娠回数、９８分娩予定日、９９介護保険料納付状況、１００支援措置の
申出状況、１０１届出年月日等、１０２死亡日時、１０３家族構成、１０４通知書番号・税目・年度・税額・期別・納期限、
１０５役職・地位、１０６介護サービス事業者、１０７被害の状況、１０８介護保険認定状況、１０９診療医療機関、１１０
介護者氏名、１１１介護者住所、１１２介護者電話番号、１１３介護の有無・生計関係（世帯の状況）、１１４緊急連絡先電
話番号、１１５かかりつけ医、１１６生活の状況、１１７職業相談等の記録、１１８就職活動等の記録、１１９総合支援資金
支給状況、１２０緊急小口資金支給状況、１２１職業訓練受講給付金支給状況、１２２新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金支給状況、１２３介護者、１２４在宅介護利用サービス、１２５看護の有無、１２６生計関係、１２７緊急連絡
先、１２８問題行動、１２９人格・性格、１３０離婚・結婚歴、１３１被保険者番号、１３２要介護認定（更新）申請日、１
３３監護の有無、１３４生活状況等の記録、１３５家賃支払い状況、１３６保護費支給状況、１３７当該貸付の状況、１３８
預貯金額、１３９家賃、１４０敷金、１４１礼金、１４２契約期間、１４３手当受給状況、１４４入所中の状況、１４５世帯
状況・家庭状況、１４６学業成績、１４７就学時の状況、１４８試験成績、１４９医療機関への支払状況、１５０介護保険負
担割合、１５１介護保険認定有効期間、１５２介護保険の給付内容、１５３施設入所状況等、１５４家族の収入、１５５児童
手当支給状況、１５６食事、１５７生活リズム、１５８出産時の状況、１５９出産予定日、１６０健康保険資格内容、１６１
上下水道料金、１６２申請日、１６３受診医療機関、１６４職歴経験の有無、１６５世帯構成（続柄）、１６６生計関係（世
帯の状況）、１６７収納状況、１６８勤務内容・成績、１６９障害支援区分の認定状況、１７０心身の状態、１７１家族氏
名、１７２家族続柄、１７３家族性別、１７４家族生年月日、１７５家族職業、１７６受診日、１７７診療の有無・内容、１
７８診療年月日

支援対象者、家族等関係者（１～１７８）



記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイ
ル
　　　　□有　☑無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

支援対象者、家族等関係者、学習支援員、家計改善支援員から収集（１～１７８）

朝霞市人権庶務課から収集（１～６、８、９、１２、１５、１６、１９、２０、２３、２９、３０、３９、４０、４２、４
３、４４、６０、６１、６３、６４、６５、６７、７０、７４、７６、７７、７８、７９、８０、８１、８２、８３、８４、
８５、８６、８７、８８、８９、９０、９１、９２、９３、９５、９６、９７、９８、１６２、１６３）
課税課から収集（１～６、１５、１６、１９、２０、３９、４０、４２、４３、４４、５９、６０、６２、９９、１００、１
６４、１６５）
収納課から収集（１～６、９、１５、１６、１９、２０、２９、３０、３４、３９、４０、４２、４３、４４、６０、６１、
６２、７４、８８、１０１、１０２、１０３、１０４）
地域づくり支援課から収集（１～６、９、１５、１６、１９、２０、２９、３０、３６、３７、３８、３９、４０、４２、４
３、４４、６０、６１、６２、６５、７３、７４、８３、１０５、１０６）
高齢者・地域福祉課から収集（１、２、３、４、５、６、９、１５、１６、１９、２９、３０、６０、６１、６５、８５、９
４、１０７、１０８、１０９、１１０、１１１、１１２、１１３、１１４、１１５、１１６）
地域共生社会課から収集（１～６、８、９、１５、１９、３０、３４、３６、３９、４０、４４、６０、６１、６２、６３、
６４、６５、６６、７３、８５、９５、１１５、１１７、１１８、１１９、１２０、１２１、１２２、１２３、１２４、１２
５、１２６、１２７、１２８、１２９）
生活援護課から収集（１～６、９、１２、１３、１４、１５、１６、１９、２０、２２、２３、２９、３０、３３、３９、４
０、４２、４３、４４、５４、５８、６０、６１、６２、６３、６４、６５、７３、７４、８２、８３、８４、８５、１２
３、１３０、１３１、１３２、１３３、１３４、１３５、１３６、１３７、１３８、１３９、１４０、１４１、１４２、１６
２、１６６、１６７、１６８）
障害福祉課から収集（１～３、５、９、６、１５、１６、１９、２０、２５、３０、３６、３９、４２、４４、５４、６０、
６１、６２、６３、６４、６８、６７、６９、７０、７３、７４、７５、８２、８３、９０、９１、１４３、１４４、１４
５、１４６、１４７、１４８、１４９、１６３、１６９、１６８、１７０）
介護保険課から収集（１～６、８、９、３６、６０、６６、７４、９５、１１０～１１２、１１５、１１６、１２４、１２
８、１３２、１５０、１５１、１５２）
こども未来課から収集（１～６、８、１５、１６、１９、２０、２９、３０、３２、３６、３９、４２、４８、６１、６２、
６５、１５３）
こども家庭課から収集（１～６、９、１５、１６、１９、２０、２９、３０、３６、３９、４０、４２、４３、４４、６０、
６１、６２、６３、６４、６５、７０、７３、７４、８０、８２、８３、９１、９２、９６、９７、１４６、１５３、１５
４、１５５、１５６、１５７、１５８、１５９、１６３、１６８、１７１～１７５）
健康づくり課から収集（１～６、９、１５、１６、１７、１９、２０、２９、３０、３６、４０、４４、６０、６１、６２、
６３、６５、７０、７３、７４、８２、８３、１４６、１６８、１７６、１７７）
国保年金課から収集（１～６、８、２６、２７、２８、２９、３０、４１、５５、５６、６０、６２、７０、１６０、１７
８）
上下水道総務課から収集（１、２、６、１９、２９、５０、５１、１６１、１６７）
教育管理課から収集（１～６、８、１５、１６、１９、２０、２９、３０、３９、５２、５３、６０、６１、６２、７４）

含む

社会福祉協議会、公共職業安定所医療機関、保健所、児童相談所、警
察署、福祉関係施設、他市町村、都道府県、地域包括支援センター、
消防署、民生委員・児童委員、不動産仲介業者（１～１７８）

－

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別
□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

（名　称）市長公室市政情報課市政情報係

（所在地）埼玉県朝霞市本町１－１－１

－

－

－



作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

－

備考

－

－

法定事務・市独自事務
※どちらかに〇をしてください。


